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【参
さん

 考
こう

】 

○企業
きぎょう

認 証
にんしょう

制度
せいど

・アクション2010～2011 

〔企業認証制度〕 

企業による就労支援の取組について、障がい者雇用率等一定の基準をみたすものを認証の対象として、認

証取得のインセンティブを付与する。 

 

 

 

 

 

 

 

〔アクション 2010～2011〕 

企業等による就労支援の取組について、新たな提案や工夫など幅広い取組を募り、広く道民にＰＲする。 

 

○指
し

定法人
ていほうじん

制度
せいど

 

指 定 法 人

ビジネスマッチング

施設・事業所相互
の連携・共同化

障がい者条例に基づく指定法人を核とした就労支援事業の推進

企 業 等施設・事業所

授産事業に関する
トータルサポートセンター

連携・協力

福祉団体

市 町 村

経済団体

協力企業

専 門 家

事業所等

福祉的就労
の場

地域支援ネットワーク
地域社会の連携・協力

～障がい者条例に基づく指定法人制度を導入し、一元的な就労支援推進体制を確立～

授産製品・役務等販路拡大推進事業

マッチング事業の営業力を強化する

ため、新たに「地域スタッフ」を配

置。

障がい者就労ｻﾎﾟｰﾀｰ養成・派遣事業

企業から軽作業等を請け負い、指導

員と障がい者をチームで派遣する新
しい事業形態。
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 ○マッチング事業
じぎょう

 

■マッチング事業「共同受注システム」
企業による障がい者の施設・事業所への仕事の発注をスムーズに進めるため、マッチング事業を実施。

◎経営のプロであるコーディネーターを配置
・企業からの発注相談などに対応し、企業ニーズに応じた障がい者の施設・事業所を紹介。

◎専用ホームページ「ナイスハートネット北海道」を開設

・具体的に、どの障がい者の施設・事業所で、どのような製品やサービスが提供できるのか、情報提供。

・企業のニーズに応じた地域別、製品・サービス別の検索機能。

・ホームページでも受注を受理。

専門コーディネーター

マッチング事業〔企業の仕事を障がい者の施設・事業所につなぐ｢共同受注センター｣〕

ビジネス
マッチング

障がい者の施設・事業所

ナイスハートネット北海道 検索

企 業 等

指 定 法 人
共 同 受 注 セ ン タ ー

事業の共同化による質の向上
営業力ＵＰと宣伝効果

｢社会貢献｣企業イメージＵＰ
外注化によるコスト削減

共同受注・作業
に対応

■地域企業への情報提供 ■地域でのニーズ収集

(製品の売り込み等)                                        (企業、施設・事業所等)

地域スタッフ

統括スタッフ

地域スタッフ

地域スタッフ

地域スタッフ

地域スタッフ 地域スタッフ

マッチング事業の
営業力強化

「授産製品・役務等販

路拡大推進事業」

  

○地域
ちいき

における就 労
しゅうろう

支援
しえん

ネットワーク 

 

障がい者

一 体的な就労支援

地域における就労支援ネットワーク

協力

雇用管理支援
雇用相談

協力依頼

協力依頼
協力依頼

連携

情報共有

連携

情報共有

連携

情報共有連携

連携

障害者職業能力開発校

市町村

相談支援事業所障害者職業センター

企業・経営者団体

特別支援学校
特別支援学校

その他（医療機関、発達障害者支援セ
ンター、当事者団体、職親会など）

協力依頼

協力

協力障害者就業・生活支援センター

就職先企業

情報共有

情報共有

連携

公共職業安定所

施設・事業所
(就労移行支援事業所等)

■行政機関､経済団体､ 企業､ 福祉団体、施設・事業所等の関係機関による連携・協力

■産業振興や地域振興策等の地域における関連施策との連携を図る

○地域特性や対象施設・事業所の個別特性を踏まえた支援

○地域や企業等との連携、対象施設・事業所間の連携などを推進

○市町村の各振興策（地域、農業、観光、工業等）との協働の推進

地域における支援 ネットワークの構築

ネ ッ ト ワ ー ク 構 築

対象事業所等

地域社会の連携・協力

行政（福祉､労働､教育､商工観光 等）

商工会議所､商工会

商店街組合

農業協同組合

商店ＮＰＯ団体

有識者、専門家

地域代表者

福祉関係団体

施設・事業所

企業、企業ＯＢ

企業団体

地域特性等に
応じた事業展開

 



 

 

- 3 - 

 

 

○就業に関する相談支援
・ 就職に向けた準備支援
・ 職場定着支援 等

○障がい特性を踏まえた
雇用管理に関する助言

○関係機関との連絡調整

○日常生活・地域生活に
関する助言
・生活習慣の形成
・健康管理、金銭管理
・住宅の確保
・余暇活動、生活設計 等

○関係機関との連絡調整

一
体
的
な
支
援

就業支援
・就業支援担当者２名

（常勤２名）

生活支援
・生活支援担当者２名
（常勤１名・非常勤１名）

障害者就業・ 生活支援センター

障がい者

自立・安定した職業生活の実現

公共職業安定所

地域障害者
職業センター

特別支援学校等

事業主

施設・事業所

福祉事務所

保健所

医療機関

就労移行支援事業所等

就職を希望する障がい者や在職中の障がい者の抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携のもと、就業支
援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を行う。

求職活動支援

技術的支援

専門的支
援の依頼

連
携

職場適応支援

対象者の
送り出し

就職後の継続支援

福祉サービス
の利用調整

保健サービス
の利用調整

医療面の相談

雇用と福祉のネットワーク

障害者就業・生活支援センター

相談

 

 

○ＩＴを活用
かつよう

した在宅
ざいたく

就 業
しゅうぎょう

支援
しえん

事業
じぎょう

 

 

《能力開発・訓練手当》

※新規開拓した業務内容を踏まえた

訓練を実施し、その間の収入の保
障として、訓練手当を給付。

ＩＴを活用した在宅就業支援事業

企 業 等

仕事の受注

基礎訓練 応用訓練 在宅就業

【目 的】
◎ 通勤による就労が困難な障がい者等が、ＩＴを用いた在宅就業により職業的自立が図られるよう、業務の開

拓や仕事の品質管理、従事者の能力開発等の就業支援を一体的に推進する環境整備を図る。

業務訓練

業務開拓

在宅就業者

トータルコーディネーター

多様な就労形態

による収入向上

と職業的自立の

獲得

仕事の発注・

成果品の納入

ＩＴを活用した
発注・納品等

e-ラーニング等
による業務訓練

 


